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第１章　計画策定にあたって

第１章　計画策定にあたって 

１　計画策定の趣旨 

五所川原市（以降「本市」という。）では、2012（平成24）年８月の「子ども・子育

て関連３法」の成立を受け、市民の多様な保育・子育てニーズに加え、本市の子ども・子

育て支援を総合的、計画的に推進するため、2014（平成26）年度に「五所川原市子ど

も・子育て支援事業計画」を策定し、次世代育成支援対策推進法に基づく関連施策も含

め、子育て環境の計画的な整備に取り組んでまいりました。 

また、2019（平成３１）年度に、保育の受け皿の拡大や保育の質の確保などの提供体

制の充実を盛り込んだ「五所川原市第２期子ども・子育て支援事業計画」（以降「第２期

計画」という。）を策定し、子育て環境の整備などを着実に推進してまいりました。 

そしてこのたび、第2期計画が2024（令和6）年度をもって終了することから、本市

ではこれまでの成果や現状を再度分析・整理し、本市の実情を踏まえて更なる子ども・

子育て支援の充実を図るため、「五所川原市第３期子ども・子育て支援事業計画」（以降

「本計画」という。）を策定しました。本計画では、障がい、疾病、虐待、貧困など社会

的支援の必要性が高い子どもやその家族を含め、全ての子育て家庭を対象とし、ひとり

ひとりの子どもの健やかな育ちを等しく保障するとともに、本市に居住する子どもやそ

の家族にとって「子どもの最善の利益」が実現される社会を目指します。 

２　計画の位置づけ 

本計画は、「子ども・子育て支援法」第61条に基づく計画として、国の定めた基本指針

に即して策定するものです。 

また、2014（平成26）年４月に成立した改正次世代育成支援対策推進法の有効期限

が2025（令和7）年３月から2035（令和17）年3月までに10年間延長されたため、

これまで市が取り組んできた市町村行動計画も踏まえながら、子ども・子育て支援に係

る様々な分野の施策を総合的・一体的に進めるため、既存計画との整合性を図って推進

していきます。 

さらに、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が2019（令和元）年６月19日に改

正され、市町村に努力義務として子どもの貧困対策計画の策定が明文化されたことから、

子ども・子育て支援事業計画と一体のものとして策定し、子どもの将来がその生まれ育

った環境に左右されることがないよう、子どもの貧困対策も総合的に進めていきます。 
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第１章　計画策定にあたって

３　他計画との関係 

本計画を策定するにあたっては、上位計画である「五所川原市総合計画」「地域福祉計

画」のもと、関連する「教育振興計画」「障害者計画」「障害福祉計画・障害児福祉計画」

「健康増進計画」「いのち支える自殺対策計画」「男女共同参画計画」との整合性を図る

よう努めました。 

■ 他計画との連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４　計画期間 

本計画の期間は、法に基づき20２5（令和7）年度から2029（令和11）年度までの

５年間とします。 

５　計画の策定体制と住民意見の反映 

学識経験者、関係団体代表、市民公募委員などから構成される「五所川原市子ども・

子育て会議」を設置し、計画策定に向けて事業のあり方や事業ニーズ量などの必要な項

目について審議を行い、その結果を計画に反映しました。 

また、本市の子育て支援等に関わるニーズの把握のため、2023（令和5）年11月に

小学生までの子どもをもつ保護者を対象とした、アンケート形式の「五所川原市第３期

子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査」（以下、「ニーズ調査」という）を行い、調

査結果から得られた子育ての現状や今後の子育て支援に係る意向等は、新たなサービス

の目標事業量等の設定や子育て支援施策推進の検討資料として活用しました。さらに、

計画（最終案）ができた段階においてパブリックコメントを行い、市民からの計画に対

する意見等を精査しながら必要に応じて計画に反映するなど、市民意見の反映に努めま

した。 

国 

○こども基本法 
○子ども・子育て関連３法 
○少子化社会対策基本法 
○次世代育成支援対策推進法 
○児童福祉法 
○子どもの貧困の解消に向けた　

対策の推進に関する法律 
〇子ども・若者育成支援推進法 

青森県 

○青森県基本計画 
○青森県こども計画 
○青森県地域福祉計画 
○青森県障害者計画 
〇青森県保健医療計画

五所川原市

総合計画

各種事業

第３期 
子ども・子育て 
支援事業計画

○教育振興計画 
○障害者計画 
○障害福祉計画・障害児福祉計

画 
○健康増進計画 
○いのち支える自殺対策計画 
○男女共同参画計画

地域福祉計画
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第１章　計画策定にあたって

 

＜ニーズ調査概要＞ 

 

 対象 市内在住の就学前児童の保護者 

（対象者数：１，６６０名）

市内在住の小学生児童の保護者 

（対象者数：２，０４７名）

 調査地域 五所川原市全域

 抽出方法 住民基本台帳から抽出 

※２名以上の対象児童を持つ保護者に対しては、調査票を複数記入しないよう

に配慮した。

 調査方法 保育所等及び小学校を通じた配布・回収のほか、未就園等の児童については郵送

により配布・回収をおこなった。

 調査期間 令和５年１１月１３日～令和５年１２月１日

 回収率 ６３．６％（就学前児童：５８．４％、小学生児童：６７．５％）
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第２章　子ども・子育て支援の現状と課題 

１　本市における人口と子ども人口の状況 

（１）人口と子ども人口の推移 

本市の人口は年々減少し続けています。３階級別人口をみると、2005（平成17）

年以降老年人口（65歳以上）は増加し、生産年齢人口（15～64歳）、年少人口（０

～14歳）は減少しています。 

■ ３階級別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：住民基本台帳（各年３月 31 日） 
 

子ども人口（就学前児童及び小学生）の減少割合が、人口の減少割合よりも大きいこ

とから、総人口に対する児童（０～11歳）の割合は低下を続け、2024（令和6）年に

は6.9％となっています。 

■ 人口と子ども人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※児童（０～11 歳）の割合は総人口に占める児童の割合 
資料：住民基本台帳（各年３月 31 日）
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第２章　子ども・子育て支援の現状と課題

367 327 309 332 316 284 277 242 243 249 215 192

360 386 333 319 341 321 286 290 245 255 256 226

378 369 389 331 321 335 312 287 290 245 251 258

368 376 353 387 334 321 330 310 289 291 245 250

402 366 368 352 387 330 318 331 311 300 297 242

371 412 366 360 352 383 326 320 327 313 299 294

2,246 2,236
2,118 2,081 2,051 1,974

1,849 1,780 1,705 1,653 1,563 1,462

0

1,000

2,000

3,000

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児

（人）

さらに就学前児童（０～５歳）の１歳ごとの人口推移をみると、2013（平成25）

年から2024（令和6）年にかけていずれの年齢も減少し、全体では784人（34.9％）

減少しています。このように０～５歳児人口・生産年齢人口（15～64歳）がともに減

少していることから今後も児童数の減少は続くものと見込まれます。 

■ ０～５歳児の人口推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年３月 31 日） 

（２）合計特殊出生率の推移 

本市の合計特殊出生率は、全国・県を下回った水準で推移しています。 

■ 合計特殊出生率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※五所川原市は５年間の平均値です。 
資料：国勢調査及び青森県の人口動態統計  
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五所川原市

青森県

全国
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第２章　子ども・子育て支援の現状と課題

２　子育て家庭の状況 

（１）子育て世帯の推移 

2010（平成22）年から2020（令和2）年の子育て世帯の推移をみると、一般世

帯、６歳未満親族のいる世帯、18歳未満親族のいる世帯ともに減少しています。 

■ 子育て世帯（18 歳未満の子どもがいる世帯）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

また、ひとり親世帯の推移をみると、前回調査時より減少しています。 

■ ひとり親世帯の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

5,533
4,722

3,838

1,855 1,598 1,342 

21,204 21,054 20,797

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

2010年 2015年 2020年

0 

5,000 

10,000 

15,000 

20,000 

25,000 

18歳未満親族の

いる世帯

６歳未満親族の

いる世帯

一般世帯

（世帯） （世帯）

2,535 2,551 2,538

21,204 21,054 20,797

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2010年 2015年 2020年

0 

4,000 

8,000 

12,000 

16,000 

20,000 

24,000 

ひとり親世帯

一般世帯

（世帯） （世帯）
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第２章　子ども・子育て支援の現状と課題

（２）子育て世帯の子ども人数と主な保育者 

調査結果から子育て世帯の子どもの人数をみると、就学前児童の世帯では「２人」、

「１人」、「３人」の順、小学生の世帯では「２人」、「３人」、「１人」の順となり、

「２人」以上の世帯の割合は、就学前児童で61.9％、小学生で73.8％と小学生の世帯

が11.9
ポイ

ント高くなっています。 

前回調査（Ｈ30）と比較すると、子育て世帯の子どもの人数は「1人」が就学前児

童で10.8％、小学生では9.2％増加しています。 

■ 子育て世帯の子ども人数 

《Ｈ25 調査（就学前児童）》           《Ｈ30 調査（就学前児童）》    《Ｒ5 調査（就学前児童）》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《Ｈ25 調査（小学生）》 　　　　　　　《Ｈ30 調査（小学生）》　　　　　　《Ｒ5 調査（小学生）》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果  

１人

25.5%

２人

40.7%

３人

16.8%

４人

2.3%

５人

0.7%

６人以上

0.1%
無回答

13.9%

就学前児童

n=1,063

１人

23.5%

２人

39.3%

３人

17.2%

４人

2.2%

５人

0.9%

６人以上

0.0%
無回答

17.0%

就学前児童

n=  997

１人

15.4%

２人

47.2%

３人

25.0%

４人

3.4%

５人

0.9%

６人以上

0.1%

無回答

8.0%

小学生

n=1,512

１人

20.8%

２人

46.9%

３人

24.0%

４人

2.9%

５人

0.5%

６人以上

0.0%
無回答

4.9%

小学生

n=1,684

１人

36.3%

２人

40.7%

３人

17.2%

４人以上

4.0%

無回答

1.9%

就学前児童

n=971

１人

24.6%

２人

43.8%

３人

24.7%

４人以上

5.3%

無回答

1.5%

小学生

n=1,382
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第２章　子ども・子育て支援の現状と課題

65.0

30.1

3.2

42.7

7.1

18.2

53.7

4.2

0.1

0% 25% 50% 75% 100%

就学前児童

n=1,063

62.5

29.5

3.3

40.5

6.7

64.7

2.9

3.6

0.1

0% 25% 50% 75% 100%

父母ともに

母親

父親

祖父母

幼稚園

保育所

認定こども園

その他

無回答

就学前児童

n=  997

68.4

28.2

2.4

38.0

4.0

8.2

61.8

2.8

0.4

0% 25% 50% 75% 100%

就学前児童

n=971

就学前児童の世帯で日常的に子育てに関わっている方（施設含む）をみると、「父母

ともに」（68.4％）の割合が最も高く、次いで「認定こども園」（61.8％）、「祖父

母」（38.0％）となっています。 

前回調査（H30）と比較すると、「保育所」は18.2％から8.2％と10.0
ポイ

ント低くなり、

一方、「認定こども園」は53.7％から61.8％と8.1
ポイ

ント高くなっています。 

■ 日常的に子育てに関わっている方 

《Ｈ25 調査》 　　　　　　　　　《Ｈ30 調査》　　　　　　　　　　《Ｒ5調査》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果 

 

主な親族等協力者が「いずれもいない」と回答した割合は、前回調査（H30）の9.2％

から今回調査（R5）は11.2％と3.0
ポイ

ント高くなっています。 

■ 主な親族等協力者の状況 

《Ｈ25 調査》 　　　　　　　　《Ｈ30 調査》　　　　　　　　《Ｒ5調査》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果  

40.5

59.0

0.8

3.0

9.2

1.1

0% 25% 50% 75% 100%

就学前児童

n=1,063

40.6

60.1

0.9

4.2

6.8

1.1

0% 25% 50% 75% 100%

日常的に祖父母等の

親族にみてもらえる

緊急時もしくは用事の際には

祖父母等の親族にみてもらえる

日常的に子どもを預けられる

友人・知人がいる

緊急時もしくは用事の際には子どもを

みてもらえる友人・知人がいる

いずれもいない

無回答

就学前児童

n=  997

35.3

58.3

0.7

2.1

11.2

1.4

0% 25% 50% 75% 100%

就学前児童

n=971



14 

 
第２章　子ども・子育て支援の現状と課題

３　保護者の就労・育児休業制度利用の状況 

（１）本市の就業率 

本市の15歳以上の就業率をみると、2010（平成22）年まで男性の就業率は低下、

女性はほぼ横ばい状況です。その後、2015（平成27）年以降は男女ともに上昇して

います。就業率が上がっている要因として、65歳以上の就業者が男女ともに増加して

いることに加え、65歳未満の女性の就業率が上昇していることが考えられます。 

■ 男女別就業率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

女性の年齢別労働力率をみると、結婚前と子どもの育児（子育て）期間終了後に上昇

するＭ字カーブは、2005（平成17年）年では20～24歳と40～44歳をダブルピー

クとしていました。しかし10年後の2015（平成27）年のダブルピークは25～29歳

と40～44歳となり、結婚前のピークは５歳遅くなっています。また、25歳以上の就

業率は2005（平成17年）年、2010（平成22年）年に比べ高くなっています。 

■ 女性の年齢別労働力率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査  

57.0

52.4 51.4
54.7

61.0

39.5 38.4 38.2
41.5

46.7

20%

40%

60%

80%

2000年 2005年 2010年 2015年 2020年

男性

女性

  0%

9.1 

77.6 

78.2 76.0 77.7 77.9 78.3 
73.2 

61.6 

43.2 
25.3 

16.7 

9.8 
4.6 1.5 

8.3

73.7

82.3
78.0 78.5

84.0
81.0

76.7
70.9

51.3

34.9

21.9 11.9
6.4

2.210.4

71.3

85.2 83.7 86.4
85.3 86.5

82.1

76.1

59.3

38.3

23.0

11.0
4.4 3.3

0%

25%

50%

75%

100%

15

｜

19

歳

20

｜

24

歳

25

｜

29

歳

30

｜

34

歳

35

｜

39

歳

40

｜

44

歳

45

｜

49

歳

50

｜

54

歳

55

｜

59

歳

60

｜

64

歳

65

｜

69

歳

70

｜

74

歳

75

｜

79

歳

80

｜

84

歳

85

歳

以

上

2010年

2015年

2020年
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第２章　子ども・子育て支援の現状と課題

43.5 

53.1 

54.0 

0.8 

0.9 

1.1

29.9 

30.9 

31.1

0.4 

0.7 

0.7

18.9 

11.7 

9.2

1.6 

0.7 

0.7

4.9 

2.1 

3.3

0% 25% 50% 75% 100%

Ｈ25調査

n=1,684

Ｈ30調査

n=1,512

R5調査

n=1,382

フルタイムで就労しており、

産休・育休・介護休業中ではない

フルタイムで就労しているが、

産休・育休・介護休業中である

 パート・アルバイト等で就労しており、

 産休・育休・介護休業中ではない

 パート・アルバイト等で就労しているが、

 産休・育休・介護休業中である

 以前は就労していたが、

 現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

39.9 

47.1 

47.9

5.2 

5.6 

8.9

25.9 

28.6 

28.7

1.3 

1.9 

1.4

24.7 

15.7 

11.0 

1.6 

0.7 

0.9

1.4 

0.4 

0.1

0% 25% 50% 75% 100%

Ｈ25調査

n=  997

Ｈ30調査

n=1,063

R5調査

n=971

フルタイムで就労しており、

産休・育休・介護休業中ではない

フルタイムで就労しているが、

産休・育休・介護休業中である

 パート・アルバイト等で就労しており、

 産休・育休・介護休業中ではない

 パート・アルバイト等で就労しているが、

 産休・育休・介護休業中である

 以前は就労していたが、

 現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

（２）母親の就労状況 

母親の就労状況をみると、「フルタイムで就労している」「パート・アルバイト等で

就労している」を合わせた現在就労している方は、就学前児童・小学生ともに86.9％

となっています。そのうち産休・育休・介護休業を取得中の方は、就学前児童で10.3％、

小学生では1.8％となっています。 

前回調査（Ｈ30）と比較すると、就労している母親の割合は、就学前児童では3.4
ポイ

ント、小学生では1.3
ポイ

ント高くなっています。また、産休・育休・介護休業を取得中の母親

の割合も就学前児童では2.8
ポイ

ント高くなっています。 

■ 母親の就労状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果 

 

小学生

就学前児童
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第２章　子ども・子育て支援の現状と課題

母親の１週当たりの就労日数をみると、就学前児童・小学生ともに「５日」（71.3％・

67.5％）の割合が最も高くなっています。 

前回調査（Ｈ30）と比較すると、就学前児童では週に「５日」働いている母親の割

合は7.7
ポイ

ント高く、「６日以上」では6.7
ポイ

ント低くなっております。 

■ 母親の就労日数（１週当たり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果 

 

 

 

 

 

 

就学前児童

0.6 0.8
3.2

7.4

66.4

20.8

0.80.0 1.2 2.3

9.5

63.6

23.1

0.30.0 0.5 2.5
8.1

71.3

16.4

1.3

0%

25%

50%

75%

100%

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日以上 無回答

Ｈ25調査

n=721

Ｈ30調査

n=885

R5調査

n=844

小学生

0.7 1.2 2.9
7.6

63.8

23.1

0.70.2 0.5 2.3
8.3

68.6

19.7

0.30.1 0.8 3
9.9

67.5

17.9

0.7
0%

25%

50%

75%

100%

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日以上 無回答

Ｈ25調査

n=1,256

Ｈ30調査

n=1,294

R5調査

n=1,201
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第２章　子ども・子育て支援の現状と課題

母親の出勤時間は、就学前児童・小学生ともに「７時台」（39.9％・42.7％）、の

割合が最も高く、次いで「８時台」（36.1％・33.8％）となっています。 

前回調査（H３０）と比較すると、同様に就学前児童・小学生ともに「７時台」、「８

時台」に出勤する母親の割合が高くなっています。 

■ 母親の出勤時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果 

 

 

 

 

0.3 1.8

42.7

30.8

11.0
5.7 7.8

0.1 2.6

41.4
34.8

8.8
4.5

7.8
0.5 1.4 

39.9 
36.1 

6.8 4.4 
10.9 

0%

25%

50%

75%

100%

６時より前 ６時台 ７時台 ８時台 ９時台 10時以後 無回答

Ｈ25調査

n=721

Ｈ30調査

n=885

Ｒ5調査

n=844

就学前児童

0.4 2.4

38.9
32.4

10.4 7.6 7.9
0.3 1.9

43.7

34.6

8.1 5.3 6.0
0.2 2.1 

42.7 

33.8 

7.3 4.3 
9.7 

0%

25%

50%

75%

100%

６時より前 ６時台 ７時台 ８時台 ９時台 10時以後 無回答

Ｈ25調査

n=1,256

Ｈ30調査

n=1,294

R5調査

n=1,201

小学生
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第２章　子ども・子育て支援の現状と課題

母親の帰宅時間は、就学前児童・小学生ともに「16～17時台」（41.0％・41.5％）、

の割合が最も高く、次いで「18～19時台」（34.2％・31.8％）となっています。 

前回調査（Ｈ30）と比較すると大きな変化はなく、今回調査（R5）でも就学前児童・

小学生ともに「16～19時台」に帰宅する母親の割合が高くなっています。 

■ 母親の帰宅時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果 

 

 

 

 

就学前児童

6.4
11.1

36.9 35.0

2.8
0.1

7.8
1.2

9.7

41.2
36.8

2.7 0.2
8.0

0.8 

10.8 

41.0 
34.2 

1.7 0.6 

10.9 

0%

25%

50%

75%

100%

12時より前 12～15

時台

16～17

時台

18～19

時台

20～21

時台

22時以後 無回答

Ｈ25調査

n=721

Ｈ30調査

n=885

R5調査

n=844

11.6 14.4

31.1 31.1

2.7 1.1
8.06.9

12.1

37.6
34.0

2.5 0.6
6.3

0.6 

13.0 

41.5 

31.8 

2.7 0.4 

9.7 

0%

25%

50%

75%

100%

12時より前 12～15

時台

16～17

時台

18～19

時台

20～21

時台

22時以後 無回答

Ｈ25調査

n=1,256

Ｈ30調査

n=1,294

Ｈ30調査

n=1,201

小学生
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第２章　子ども・子育て支援の現状と課題

18.3 

19.5 

22.4 

32.1 

32.2 

29.3 

42.0 

39.1 

32.8 

7.6 

9.2 

15.5 

0% 25% 50% 75% 100%

Ｈ25調査

n=262

Ｈ30調査

n=174

R5調査

n=116

子育てや家事などに

専念したい

（就労の予定はない）

１年より先、一番下の

子どもが□□歳に

なったころに就労したい

すぐにでも、

もしくは１年以内に

就労したい

無回答

25.1 

31.0 

31.6 

22.3 

13.9 

14.0 

42.8 

49.2 

40.4 

9.8 

5.9 

14.0 

0% 25% 50% 75% 100%

Ｈ25調査

n=346

Ｈ30調査

n=187

R5調査

n=136

子育てや家事などに

専念したい

（就労の予定はない）

１年より先、一番下の

子どもが□□歳に

なったころに就労したい

すぐにでも、

もしくは１年以内に

就労したい

無回答

現在就労していない母親の今後の就労希望をみると、就学前児童と小学生ともに「す

ぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」（32.8％・40.4％）の割合が最も高くな

っています。 

前回調査（Ｈ30）と比較すると、「子育てや家事などに専念したい（就労の予定は

ない）」母親は、就学前児童では2.9
ポイ

ント高く、小学生では0.6
ポイ

ント高くなっています。 

■ 就労していない母親の今後の就労意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果 

 

 

就学前児童

小学生 
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45.8 

39.3 

26.5 

33.6 

44.3 

60.7 

18.8 

14.6 

10.2 

1.8 

1.8 

2.7 

0% 25% 50% 75% 100%

Ｈ25調査

n=  997

Ｈ30調査

n=1,063

R5調査

n=971

働いていなかった 取得した

（取得中である）

取得して

いない

無回答

1.8 

1.1 

0.5 

1.2 

1.9 

10.5 

84.4 

80.3 

76.6 

12.6 

16.7 

12.4 

0% 25% 50% 75% 100%

Ｈ25調査

n=  997

Ｈ30調査

n=1,063

R5調査

n=971

働いていなかった 取得した

（取得中である）

取得して

いない

無回答

（３）育児休業制度利用の状況 

育児休業制度の利用状況をみると、「取得した（取得中である）」母親は60.7％、

一方、父親は10.5％となっています。 

前回調査（Ｈ30）との比較をみると、「取得した（取得中である）」母親は16.4
ポイ

ント、父親は8.6
ポイ

ント高くなっています。 

■ 育児休業制度の利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

資料：子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果 

 

 

母親が育児休業から復帰したときの子どもの実際の月齢をみると、「10～12か月」

（56.1％）の割合が最も高く、次いで「４～６か月」（12.8％）、「７～９か月」

（8.9％）となっています。 

前回調査（Ｈ30）との比較をみると、「１～９か月」では前回の割合を下回るもの

の、「10～15か月」では上回っていることから、育児休業の取得期間が長くなってい

る現状がうかがえます。 

 

就学前児童（母親）

就学前児童（父親）
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0.0 

14.4 
21.6 

13.3 

36.7 

4.7 2.5 4.7 0.7 1.4 0.0 9.5 18.8 12.8 42.5 6.8 3.8 3.3 1.5 1.3 0.0 4.7 12.8 8.9 

56.1 

8.5 4.1 2.8 1.0 1.0 
0%

25%

50%

75%

100%

0か
月

1～
･･
･

4～
･･
･

7～
･･
･

10
～
･･
･

13
～
･･
･

16
～
･･
･

19
～
･･
･

31
か
月
･･
･

無
回
答

Ｈ25調査

n=278

Ｈ30調査

n=400

R5調査

n=492

30.2 

31.3 

33.9 

19.1 

23.3 

31.9 

48.6 

41.5 

31.1 

2.2 

4.0 

3.0 

0% 25% 50% 75% 100%

Ｈ25調査

n=278

Ｈ30調査

n=400

R5調査

n=492

利用する必要がなかった

（フルタイムで働きたかった、

もともと短時間勤務だった）

利用した 利用したかったが、

利用しなかった

（利用できなかった）

無回答

■ 育児休業から復帰したときの子どもの実際の月齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果 

 

職場復帰時における短時間勤務制度の利用状況をみると、「利用した」母親は31.9%

となり、前回調査（H30）と比較すると、8.6
ポイ

ント高くなっています。 

■ 職場復帰時における短時間勤務制度の利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果 
 

４　子育て支援事業の提供体制と利用状況 

（１）定期的な教育・保育事業の利用状況 

定期的な教育・保育事業を「利用している」就学前児童は87.7％となっています。

利用している教育・保育事業は、「認定こども園」（85.8％）の割合が最も高く、次

いで「認可保育所」（7.5％）、「幼稚園」（6.0％）となっています。 

また、実際の利用と利用希望との差をみると、「幼稚園」で10.2
ポイ

ント、「幼稚園の預

かり保育」で6.8
ポイ

ント、「認可保育所」で5.7
ポイ

ントと、いずれも希望が高い状況です。 

前回調査（H30）との比較をみると、定期的な教育・保育事業の利用割合は4.8
ポイ

ント高

くなっています。また、利用している教育・保育事業は「認可保育所」から「認定こど

も園」に移行しています。 

就学前児童（母親）

就学前児童（母親）
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7.3 

2.7 

65.9 

3.5 

*** 

*** 

0.9 

*** 

0.3 

*** 

0.2 

1.0 

0.7 

7.9 

4.4 

19.9 

70.7 

0.6 

0.1 

*** 

*** 

0.5 

0.0 

0.6 

0.5 

0.1 

6.0 

2.5 

7.5 

85.8 

0.8 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

0.5 

0.8 

0.2 

0% 25% 50% 75% 100%

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

小規模保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

自治体の認証・認定保育施設

その他の認可外保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答

Ｈ25調査

n=997

Ｈ30調査

n=881

R5調査

n=852

24.8 

15.2 

69.7 

16.4 

6.5 

2.2 

6.8 

1.9 

3.3 

2.6 

8.1 

0.5 

4.0 

20.1 

12.5 

25.9 

76.3 

3.1 

1.0 

4.4 

0.9 

0.4 

2.4 

6.6 

1.2 

1.1 

16.2 

9.3 

13.2 

84.3 

3.0 

1.0 

3.5 

1.9 

0.5 

3.3 

7.6 

1.2 

1.0 

0% 25% 50% 75% 100%

Ｈ25調査

n=997

Ｈ30調査

n=1,063

R５調査

n=971

79.0 

82.9 

87.7 

19.8 

15.8 

11.2 

1.2 

1.3 

1.0 

0% 25% 50% 75% 100%

Ｈ25調査

n=  997

Ｈ30調査

n=1,063

R5調査

n=971

利用している 利用していない 無回答

■ 定期的な教育・保育事業の利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■ 利用している定期的な教育・保育事業 ■ 利用を希望する定期的な教育・保育事業 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果 

 

就学前児童
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54.9 

78.7 

8.0 

1.8 

1.1 

0.1 

1.6 

3.7 

61.3 

87.2 

3.5 

1.0 

1.2 

0.6 

1.0 

1.4 

59.0 

89.0 

2.6 

0.4 

1.9 

0.4 

0.8 

0.6 

0% 25% 50% 75% 100%

子どもの教育や発達のため

子育てをしている方が現在就労している

子育てをしている方に就労予定がある／求職中である

子育てをしている方が家族・親族などを介護している

子育てをしている方に病気や障害がある

子育てをしている方が学生である

その他

無回答

Ｈ25調査

n=788

Ｈ30調査

n=881

R5調査

n=852

（２）定期的な教育・保育事業の利用理由と未利用理由 

平日に教育・保育事業を利用している理由は、「子育てをしている方が現在就労して

いる」（89.0％）の割合が最も高く、次いで「子どもの教育や発達のため」（59.0％）

となっています。 

前回調査（Ｈ30）との比較をみると、「子育てをしている方が現在就労している」

の割合は、1.8
ポイ

ント高くなっています。 

■ 平日に教育・保育事業を利用している理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果 

 

就学前児童
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39.6 

12.7 

0.0 

0.5 

10.2 

1.0 

1.0 

64.5 

7.6 

2.0 

35.1 

13.1 

0.0 

2.4 

8.3 

0.6 

1.2 

65.5 

10.1 

1.8 

32.1 

6.4 

0.0 

5.5 

3.7 

0.9 

0.9 

61.5 

13.8 

0.0 

0% 25% 50% 75% 100%

利用する必要がない

子どもの祖父母や親戚がみている

近所の人や父母の友人・知人がみている

利用したいが、保育・教育の事業に空きがない

利用したいが、経済的な理由で事業を利用できな

い

利用したいが、延長・夜間等の時間帯の条件が合

わない

利用したいが、事業の質や場所など、

納得できる事業がない

子どもがまだ小さいため

（□歳くらいになったら利用しようと考えている）

その他

無回答

Ｈ25調査

n=197

Ｈ30調査

n=168

R5調査

n=109

０～３歳

88.2%

４～５歳

9.4%

無回答

2.4%

就学前児童

n=127

０～３歳

96.4%

４～５歳

2.7%

無回答

0.9%

就学前児童

n=110

０～３歳

91.0%

４～５歳

7.5%

無回答

1.5%

就学前児童

n=110

利用していない理由は、「子どもがまだ小さいため」（61.5％）、「利用する必要

がない」（32.1％）の割合が高くなっています。また、「子どもがまだ小さいため」

と回答した方のうち大半は、「３歳」までに利用しようと考えています。 

前回調査（Ｈ30）との比較をみると、「利用する必要がない」方は3.0
ポイ

ント、「利用し

たいが、経済的な理由で事業を利用できない」方は4.6
ポイ

ント低くなっています。 

■ 教育・保育事業を利用していない理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 利用を希望する子どもの年齢 

《Ｈ25 調査》 　　　　　　　　　　　　　　《Ｈ30 調査》　　　　　　　　　　　　《Ｒ5調査》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果  

就学前児童
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５　施策の進捗評価 

前計画である第２期計画は、８つの基本目標と23の推進施策並びに79の具体的事業

により構成され、その結果として「目標達成」は73施策（92.4％）、「充実（目標に向か

って推進・改善）」は２施策（2.5％）、「現状維持」は2施策（2.5％）、「停滞」は無し、

「未実施」は1施策（1.3％）、「評価できず」は1施策（1.3％）という進捗評価となりま

した。 

基本目標別に「目標達成」の事業をみると、基本目標２「母親及び乳幼児等の健康の

増進」、基本目標５「要保護児童へのきめ細やかな対応」、基本目標７「子ども等の安全

の確保」となっています。 

また、「充実」の評価となった施策は、基本目標3「地域における子育ての支援」、基本

目標４「職業生活と家庭生活との両立の推進」で、基本目標6「子どもの教育環境の整備」

の施策（2）の中の「青少年の体験活動の充実」と、基本目標8「子育てを支援する生活

環境の整備」の施策（3）中「安全な歩道の整備」が「現状維持」となっています。 

さらに、基本目標8では、施策（3）「安全な道路交通環境の整備」のなかの「歩行者優

先の道路整備」について、平成29年度に歩行者優先の道路整備を行いましたが、その後

の計画はないため、「未実施」となっています。 

基本目標1「結婚・出産に対する支援の充実」（1）の「ごしょがわら縁結びサポート事

業」は令和４年度末で廃止し、事業が組み換えになったことから、「評価できず」となっ

ています。 

■ 第2期計画における施策の進捗評価 

 

 施策名 施策数
目標 
達成

充実
現状 
維持

停滞 未実施
評価 

できず

 計画全体 79 73 2 2 1 1

 基本目標１　結婚・出産に対する　　
支援の充実

2 1 1

 (1) 結婚・妊娠・出産・子育ての
切れ目のない支援の推進

2 1 1

 基本目標２　母親及び乳幼児等の　
健康の増進

17 17

 (1) 子どもや母親の健康の確保 8 8

 (2) 食育の推進 3 3

 (3) 思春期保健対策の充実 1 1

 (4) 小児医療の充実 5 5

 基本目標３　地域における子育ての
支援

10 9 1

 (1) 地域における子育て支援サー
ビスの充実

6 6

 (2) 教育・保育サービスの充実 1 1

 (3) 子育て支援のネットワークづ
くり

1 1

 (4) 子どもの健全育成 2 1 1
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※(　)内は施策の再掲数となります。 

 

 

 施策名 施策数
目標 
達成

充実
現状 
維持

停滞 未実施
評価 

できず

 基本目標４　職業生活と家庭生活　
との両立の推進

1 1

 (1) 多様な働き方の実現及び男性
を含めた働き方の見直し等

1 1

 (2) 仕事と子育ての両立の推進 0

 基本目標５　要保護児童への　　　
きめ細やかな対応

22 22

 (1) 児童虐待防止対策の充実 4 4

 (2) ひとり親家庭等の自立支援の
推進

3 3

 (3) 障がい児施策の充実 15(5) 15(5)

 基本目標６　子どもの教育環境の　
整備

17 16 1

 (1) 一人一人の個性・能力を伸ば
す学校教育の充実

14 14

 (2) 学校・家庭・地域の連携推進 3 2 1

 基本目標７　子ども等の完全の確保 5 5

 (1) 子どもの交通安全を確保する
ための活動の推進

2 2

 (2) 子どもを犯罪等の被害から守
るための活動の推進

3 3

 基本目標８　子育てを支援する生活
環境の整備

10 8 1 1

 (1) 良質な住宅の確保 2 2

 (2) 良好な居住環境の確保 2 2

 (3) 安全な道路交通環境の整備 2 1 1

 (4) 安心して外出できる環境の　
整備

2 2

 (5) 安心・安全まちづくりの推進 2 2
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６　本市における子育て支援に関わる課題 

本計画の策定にあたっては、ニーズ調査の結果や第2期計画の施策進捗評価に基づき

５つの課題をあげました。これらの課題を解決するための施策を優先的に推進します。 

課題１　ニーズに対応した教育・保育施設の整備 

平日の定期的な教育・保育事業を「利用している」保護者は87.7％、利用していな

い保護者は11.2％となっています。また、母親の就労割合をみると、「フルタイムで

就労している」と「パート・アルバイト等で就労している」を合わせると、就学前児

童保護者、小学生保護者ともに86.9％となっています。平成30年度の前回調査と比

較すると、就労している母親の割合は就学前児童で3.4
ポイ

ント、小学生でも1.3
ポイ

ント高くなっ

ています。第２期計画に引き続き、適正な教育・保育事業量の確保が必要となります。

ニーズに対応した教育・保育事業になるよう、環境整備、質の向上に努めていくこと

が必要です。 

課題２　周囲の援助が得られなかったり、相談先がない家庭が一定以上存在 

就学前児童の子育てに関する周囲の協力者の状況をみると、「祖父母等の親族に預

かってもらえる」と回答した人の割合は前回調査から減少し、「いずれもいない」と回

答した人が11.2%と増加しており、本市でも核家族化の進行と、子育て世帯のみで育

児を行う環境が顕在化しています。子育て世帯の孤立化等が懸念されるため、地域全

体で子育てを支え合える体制の構築が求められており、また、こども家庭センターや

各相談窓口との連携をはかり、包括的な相談体制を整備していく必要があります。 

課題３　子育て支援事業等における周知や利用促進の取組 

子育て支援事業の周知度を見ると、「市の保健師が実施する相談事業（エンゼル相談

等）」（76.7％）、「利用者支援事業（子育てステーション「すてっぷ」）」（75.2％）、

「ファミリー・サポート・センター」（68.9％）、「出産・子育ての総合相談窓口（こ

ども家庭センター）」（61.9％）となる一方、「子育て応援サイト（市のホームページ）」

（47.2％）、「保育園等の園庭開放」（44.3％）と低い状況です。また、今後の利用希

望が高い事業は、「子育て応援サイト（市のホームページ）」（38.6％）、「保育園等の

園庭開放」（36.8％）が上位に上がっているため、必要な情報が利用希望者へ届くよ

う、事業周知の推進や、利用促進に向けた取組が必要になります。 

課題４　放課後児童クラブの充実 

放課後の過ごし方において、「放課後児童クラブ」に関する利用希望をみると小学校

低学年の期間の利用希望は就学前児童保護者で61.3％、小学生保護者で66.9％を希

望しており、高学年になっても就学前児童保護者で38.1％、小学生保護者で32.9％
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と希望があり、子どもの放課後の安全な過ごし方という点で、放課後児童クラブは重

要な役割を担っています。今後も子どもの健全育成につながる事業として子どもの年

齢が上がるにつれ変化する保護者のニーズに対応しながら、よりよい事業内容への改

善、運営整備を図っていくことが求められます。 

課題５　ワーク・ライフ・バランスの啓発 

就学前児童保護者の「育児休業給付」（57.1％）、「保険料免除」（35.5％）という

認知状況下において、お子さんが生まれた時に「働いていなかった」と回答した方を

除いた就労者のうち、育児休業を取得または取得中の母親は60.7％、父親は10.5％

の状況です。また、平成30年度の前回調査と比較すると、母親は16.4
ポイ

ント増加し、父

親は8.6
ポイ

ント増加しています。職場復帰時に「短時間勤務制度」を利用した母親は31.9％、

父親は4.1％となっており、利用しなかった理由としては、「職場に取りにくい雰囲気

があった」「仕事が忙しかった」「短時間勤務にすると給与が減額される」をあげてい

ます。 

以上の結果から、雇用及び経済面において、安心して出産・育児が出来る職場環境

の整備と公的支援制度の周知・普及を図るとともに、希望した育児休業期間満了時か

ら教育・保育事業を利用したい保護者が、不安なく利用できる事業体制・運営となる

ように更なる改善をしていく必要があります。母親は育児休業の取得割合が60％以

上と高くなっているものの、父親は前回調査から大幅に増加しても10％台であり、今

後は父親の育休取得が当たり前の職場環境を整備し、仕事と育児を両立しながら、夫

婦が一緒に子育てをする共働き・共育ての促進を図る必要があります。 
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第３章　計画の基本的な考え方 

１　計画の基本理念 

本市は、これまで子育て世代の経済的負担の軽減、相談体制の強化、コミュニティの拠点

となる公園の整備など、子育てを取り巻く環境を充実させることで若い世代の定住を促進し

てまいりました。 

また、次期総合計画の基本目標に「市民に寄り添った福祉の充実」、「地域の特色を活かし

た経済活動の活性化」、「豊かな教養を育む教育・人づくり」、「将来を見据えた安全安心なま

ちづくり」を掲げ、子どもから高齢者、そして障害の有無に関わらず、全ての市民が生活の

豊かさを実感できるよう「誰ひとり取り残さない、持続可能な地域共生社会」の構築に努め

るとともに、社会の宝である子どもを「地域全体で育てる」という思いのもと、将来にわた

って住み続けたいと思えるような魅力的なまちづくりを進めます。 

 

《基本理念》 

 

～市に生まれ育つ全ての子どもたちと 

その家族の幸せのために～ 

　子どもの育ちを地域で支え合うまちづくり 
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第３章　計画の基本的な考え方 

２　施策の基本的視点 

本計画の基本理念を実現するために、以下の４項目を基本的視点として、子育てをし

たいまちになるよう、施策・事業を組み立て推進します。 

 

基本的視点１　結婚、妊娠・出産、乳幼児育児の支援 

結婚を希望する男女に対して出会いの場を創出するとともに、妊娠期から出産、子

育てなどに関する不安や悩みを誰もが相談でき、必要な支援が受けられ、安心して子

どもを産み育てられるよう、切れ目のない相談支援を実施します。 

妊娠・出産・乳幼児育児においては、親子ともに心身の健康が重要であるため、母子

の検診や各種相談を充実させ、育児不安解消や孤立予防を図ります。 

 

基本的視点２　教育・保育環境の充実 

働く親が子どもを安心して預けることができる安全・衛生に配慮された施設環境の

整備と、保育人材を確保していくための、保育士の処遇改善、労働環境改善を支援しま

す。 

教育・保育施設と連携し、定員調整などによる持続可能な教育・保育体制を確保しま

す。 

 

基本的視点３　地域で育てる子育て体制の構築 

 多様な家庭の支援ニーズに適切に対応するため、仕事と育児の両立を可能とする支

援体制を構築します。 

       それぞれの家庭に寄り添い、ニーズに応じた施設や制度を円滑に利用できるよう、

相談支援や情報提供の充実、関係機関同士の連携、地域のネットワーク強化を図り、

必要な支援を紹介するなど、きめ細やかな対応を行います。 

 

基本的視点４　特別な配慮を必要とする子ども・家庭への支援 

児童虐待、貧困、発達や心身の障がい、ヤングケアラーなど、様々な要因により課題

を抱えている子どもや家庭が増加傾向にあるため、早期に発見し、相談・支援につなげ

る体制を整備します。また、疾病や障がい等により、支援が必要な子どもの特性に応じ

た保育等の体制の充実を図ります。さらに、ひとり親家庭の社会的・経済的自立のため、

資格取得に対する支援等、生活の安定に向けて支援します。 
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第３章　計画の基本的な考え方 

３　施策の体系図 

「基本理念」の実現に向けて、「基本的視点」を踏まえ、８つの「基本目標」により計画を　　　

推進します。 

《基本理念》《基本的視点》　　《基本目標》 　　　《推進施策》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

～
市
に
生
ま
れ
育
つ
全
て
の
子
ど
も
た
ち
と
そ
の
家
族
の
幸
せ
の
た
め
に
～ 

子
ど
も
の
育
ち
を
地
域
で
支
え
合
う
ま
ち
づ
く
り

１.結婚・出産に 

対する支援の充実

２.母親及び乳幼児 

　等の健康の増進

３.地域における 

子育ての支援

４.職業生活と家庭 

生活との両立の 

推進

５.特別な配慮を要 

する子ども等への 

支援

６.子どもの教育 

環境の整備

７.子ども等の安全 

の確保

８.子育てを支援 

する生活環境の 

整備

（１）結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目の 
ない支援の推進 （ｐ38）

（１）子どもや母親の健康の確保 （ｐ40） 
（２）食育の推進 （ｐ43） 
（３）小児医療体制の充実 （ｐ44）

（１）子どもの交通安全を確保するための 
活動の推進 （ｐ67） 

（２）子どもを犯罪等の被害から守るための 
活動の推進 （ｐ67）

（１）地域における子育て支援サービスの充実 
 （ｐ47） 

（２）教育・保育サービスの充実 （ｐ48） 
（３）子どもの健全育成 （ｐ49）

（１）多様な働き方の実現及び男性を含めた

働き方の見直し等 （ｐ50） 
（２）仕事と子育ての両立の推進 （ｐ51）

（１）児童虐待防止対策の充実 （ｐ52） 
（２）ひとり親家庭等の自立支援の 

推進 （ｐ54） 
（３）障がい児施策の充実 （ｐ55）

（１）個性を伸ばす学校教育 （ｐ60）

（１）良質な住宅の確保 （ｐ69） 
（２）良好な居住環境の確保 （ｐ69） 
（３）安全な道路交通環境の整備 （ｐ70） 
（４）安心して外出できる環境の整備 （ｐ70） 
（５）安心・安全まちづくりの推進 （ｐ71）

具　
　

体　
　

的　
　
　

事　
　

業

1　結婚、

妊娠・出産、

乳幼児育児

の支援

4　特別な

配慮を必要

とする子ど

も・家庭へ

の支援

2　教育・

保 育 環 境　

の充実

3　地域で

育てる子育

て 体 制 の　

構築


